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①産業廃棄物抑制等補助金の補助対象事業者 
  

 １）産業廃棄物を自ら※排出する県内事業者 
    ・年間排出量１０００トン未満も可 

 ２）産業廃棄物税の納税義務者であるもの 
    ・納税義務者であるが納税対象でない（年間排出量１０００ 
     トン未満）事業者も可 
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②産業廃棄物抑制等補助金の補助対象種類 
 

 （１）産業廃棄物抑制等研究開発事業費補助金 
  ・発生抑制・再生・減量化の研究、技術開発 
  ・産業廃棄物を使った製品開発 
  ・産業廃棄物の抑制等を伴う水質保全 

 
 （２）産業廃棄物抑制等設備機器整備費補助金 

  ・発生抑制・再生・減量化のための設備機器※ 
       ※・・・焼却炉は対象外 

  ・抑制等を伴う水質保全機器※ 
       ※・・・導入処理により発生する汚泥（産業廃棄物）の削減を 
           伴う設備であれば対象 

 ●いずれも経費の一部を補助 ※次項 
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③産業廃棄物抑制等補助金の補助率・補助限度額 
 
 （１）産業廃棄物抑制等研究開発事業費補助金 
     補助率： 
  中小企業等→事業費（補助対象経費）の２／３以内 
   中小企業以外の企業（大企業等） → 事業費（補助対象経費） 
                          の１／２以内 
 

 （２）産業廃棄物抑制等設備機器整備費補助金 
      補助率： 
  中小企業等→事業費（補助対象経費）の１／２以内 
      中小企業以外の企業（大企業） → 事業費（補助対象経費） 
                          の１／４以内 
  【共通】 

●中小企業等とは中小企業基本法にいう中小企業者 
●補助限度額：１００万円以上１，０００万円以下の額  
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◆申請から事業完了までの流れ(26年度第1回目の例) 

 

4/30～5/23  5/26～5/30     6月          6月      6月     ～3月    3月 

                      中旬         中旬     下旬           下旬（年度内） 
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④平成２６年度に頂いたおもなＱ＆Ａ（その１） 
 
Ｑ１．中間処理業者で減容化施設の導入をしたい。補助 
  申請は可能か。 
→自ら産業廃棄物を排出する事業者が実施する事業者 
  のみが対象ですので申請はできません。 
 
Ｑ２．農業法人で、家畜糞尿を堆肥化する施設を導入した    
  い。申請は可能か。 
→可能です。 
 

Ｑ３．排水処理設備を導入したい。事前実験では汚泥の発生抑制に寄
与する計算が立っているが本当に減るかどうかは導入してみないと分
からない。申請書にはどのように書いたら良いか。 
→導入予定装置のカタログスペック値から想定される数値を記載して 
ください。 
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④平成２６年度に頂いたおもなＱ＆Ａ（その２） 
 

Ｑ４．研究開発型の申請を検討しているが、産業廃棄物量の削減目標数
値の記載は必要か。 
→設備導入に向けた事前検討の位置づけのため記載の必要はありませ
ん。 
 

Ｑ５．次年度の設備導入申請を検討している。来年度も事業は実施する
見込みか。またその予算はどの程度か。 
→予算の議決（３月中旬以降）に決まります。予算は本年度並みで要求
しています。 
 

Ｑ６．産廃排出量を減らし経費節減をしたいが、自社単独では研究開発
を行うことが難しいがどうしたらよいか。 
→研究開発事業費補助金では、共同研究の実施に必要な納付金等の

費用をその他経費として計上できます。共同研究先の想定がない場合
にはものづくり推進課にご相談ください。 
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④平成２６年度に頂いたおもなＱ＆Ａ（その３） 
 
Ｑ７．事業期間については、年度末までか。 
→予算措置が各年ごとにされている関係で、３月中旬（今年は３月１８
日）までの事業完了となっている。 
 

Ｑ８．募集はいつから開始されるか。また、複数に分けた募集を行う予定
はあるか。 
→ＧＷ前後に開始する予定。２回目以降の予定については１回目の募集
状況を見て判断します。 
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【募集掲載ＨＰ】http://www.pref.mie.lg.jp/SSHUSEKI/HP/sanpai/index.htm 

⑤補助金募集案内（ＨＰ） 
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⑥補助金実績（Ｈ２３年度～Ｈ２６年度分抜粋） 

【成果】２５年度までに４９件６３５５４トンの削減 （２２年度までに４２件 ６万１千トンの削減） 
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■お問い合わせ先   

  三重県雇用経済部 ものづくり推進課  

  TEL:059-224-2749 ＦＡＸ：059-224-2480 

  e-mail:monozu@pref.mie.jp 

 

■ホームページアドレス    

  http://www.pref.mie.lg.jp/SSHUSEKI/HP/sanpai/index.htm 

ご静聴ありがとうございました。 
是非補助事業への応募をご検討ください。 
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